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業務管理体制の届出とは？ 

介護保険法第１１５条の３２により、介護サービス事業者には、法令遵守

等の業務管理体制の整備が義務付けられています。 

介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けて

いる事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に

関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。 



届出先について 



届出方法について 

• 「業務管理体制の整備に関する届出システム」による電子申請または

従来どおり様式の郵送等による申請。 

 ※ 今後、尾道市ホームページにサイトのリンク及び操作マニュアルを 

   掲載予定です。 



一般検査について 

• 介護保険制度の健全かつ適正な運営の確保等のため、尾道市に業務管

理体制の届出を行っている事業者に対し、業務管理体制に係る一般検

査を実施します。 

• 定期的に（概ね6年に1度）一般検査を実施し、業務管理体制の運用状

況の確認が必要となっています。 

• 検査対象となり、通知を受理した事業者につきましては、すみやかに

関係書類のご提出をお願いいたします。 

対象者 尾道市に業務管理体制の整備に関する届出を行った事業者 

方 法 確認検査（一般検査）は、対象となる事業者に対し、事業所
数に応じた「業務管理体制自主点検表」の提出を求める、書
面検査の方法により実施します。 
なお、届出に不備が認められた場合には、事業者本部等へ立
入の上、検証させていただくこともあります。 
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